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「宿毛市における小中学校整備事業」 実施⽅針に関する質問に対する回答 

 

 

 

No. 該当箇所 質問事項 回答 

資料名 ページ数 項目 

１ 実施⽅針 １ 用語の定義 構成企業および協力企業に対する用語の

定義において、「事業契約に規定される業

務」とは、P4.Ⅱ.1.(7).2)および 3)に記載

されている業務でしょうか。 

お見込のとおり。 

２ 実施⽅針 １ 用語の定義 事業契約に規定される業務であれば、構成

企業もしくは協力企業として参加できる

と理解いたしますが、よろしいでしょう

か。（例えば、ＦＡ、ＳＰＣ事務管理業務

等） 

構成企業及び協力企業は、市が選定す

る特定事業を PFI 事業契約にて設定す

る事業範囲を担う者とします。 

３ 実施⽅針 ２ Ⅱ.1.(3) 対象となる

事業の概要 

施設計画に必要なため、本事業用地のイン

フラ整備状況をご教示ください。 

本事業用地は、都市計画区域内で用途

地域は第 1 種住居地域になります。市

道桜町・藻津線（さくらまち・むくづ

せん）沿いにあり、公共下水道が設備

されている地域となっています。 
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４ 実施⽅針 ２ Ⅱ.1.(3) 対象となる

事業の概要 

事業の対象となる小学校および中学校施

設の規模、必要諸室・個数、面積、事業者

が調達する備品をご教示ください。 

基本的に使用できる備品についてはそ

のまま使用する予定です。ただし詳細

な内容につきましては、要求水準書公

表時に提示いたします。 

５ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(5) 事業目的 「市は、津波等の災害を懸念しており、現

在対策を検討している」とありますが、こ

の検討内容については公表して頂けると

の理解でよろしいでしょうか。また、本施

設は避難場所として指定されるなどの予

定はありますでしょうか。その場合、施設

整備や維持管理に必要な条件もご教示く

ださい。また、「防災の観点で、児童・⽣

徒が安心安全に過ごせる学校教育の場の

形成を目指す」とありますが、市の検討さ

れている対策との関連性についてご教示

ください。 

原則災害時には地震をやり過ごした

後、近くの高台に避難することとして

おりますが、場合によっては避難場所

として活用することも想定しておりま

す。現時点で避難場所として指定はし

ておりません。具体的な部分につきま

しては、要求水準書等で公表いたしま

す。市防災部門の考えと学校現場での

考えに相違が⽣まれない様、避難時マ

ニュアル等の情報共有を徹底していき

たいと考えております。 

６ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(5) 事業目的 「新たな価値創造につながる施設空間（サ

ービス）となることを期待して実施するも

のとする。」とありますが、具体的にどの

ような事をイメージされていますか。 

現時点では、具体的な想定はございま

せんが、義務教育が適切かつ安全に実

⾏されることを前提に、教育やまちづ

くりに関するサービスや施設空間の提

案を期待します。 
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７ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業⽅式は、「事業者選定後に事業契約を

締結した特別目的会社と市で、最終的に協

議により決定する」とありますが、提案時

の事業⽅式に関わらず協議によって決定

するとの理解でよろしいでしょうか。ま

た、協議が整わなかった場合には、どの様

な対応になるのかご教示ください。 

応募事業者による提案を基に協議を⾏

い、協議が整わない場合は、次点候補

者との協議とします。 

８ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業⽅式が「ＢＴＯ⽅式かＢＯＴ⽅式」と

ありますが、選択した事業⽅式によって評

価が異なりますか。 

事業⽅式によって評価が異なることは

ございませんが、応募事業者が選択し

た⽅式によって、どのような効果につ

ながるかを評価します。（事業⽅式を選

択した理由が評価対象） 

９ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業⽅式は、本事業の対象となる施設ごと

に、･･･、事業者選定後に事業契約を締結

した特別目的会社と市で、最終的に協議に

より決定する、とありますが、対象となる

施設ごと、とは複数ある、との理解で宜し

いのでしょうか。 

また、複数ある場合は、本事業の対象とな

る公共施設等（宿毛小学校・中学校）以外

についてお示しください。 

小・中学校校舎及び小学校プールを現

時点で想定しておりますが、それだけ

に限らない提案も期待します。 
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１０ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業⽅式について、「事業者選定後に事業

契約を締結した特別目的会社と市で、最終

的に協議により決定する。」とされ、下表

で「ＢＴＯ⽅式かＢＯＴ⽅式」と表記され

ておりますが、提案時に事業者が選定した

⽅式以外に複数⽅式の提案が必須という

ことでしょうか。（資⾦調達やリスク分担

等を含め、その他業務とされている「所有

権移転等に関する一切の業務」に関しても

提案内容に⼤きく影響することが予想さ

れます。） 

複数の提案を想定しているものではあ

りませんが、提案を制限しているもの

でもありません。 

１１ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業方式は、ＢＴО方式かＢＯＴ方式、と

記載がありますが、市が考えるＢＯＴ方式

の内容についてお示しください。 

（ＢＯＴ方式とは、民間事業者が施設を所

有し、維持管理・運営する手法ですが、本

事業では運営収入が見込めず、かつ固定資

産税等が上乗せされるため、総事業費がＢ

ＴＯに比べて高くなると思いますが、また

補助金等の観点からも、市が所有する必要

性はございませんか） 

ＢОＴ⽅式は、契約終了後まで、⺠間

事業者が施設を所有し、そのうえで維

持管理・運営する手法と考えます。課

税時点において、固定資産税、都市計

画税、不動産取得税について、対応可

能な減免措置を⾏います。さらに、⺠

間事業者が施設所有することがメリッ

トとなる効率性や有効性について、ま

ちづくりの観点から企画提案を求める

ものとします。 
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１２ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 事業資⾦調達の⽅法については、「最終的

に市との協議により決定する。」とされ、

下表で「応募事業者自身で検討する」と表

記されておりますが、事業⽅式も含め、提

案時に事業者が選定した⽅式以外に複数

⽅式の提案が必須ということでしょうか。

（資⾦調達やリスク分担等を含め、その他

業務とされている「所有権移転等に関する

一切の業務」に関しても提案内容に⼤きく

影響することが予想されます。） 

複数の提案を想定しているものではあ

りませんが、提案を制限しているもの

でもありません。 

１３ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 資⾦調達において、「サービス購入型及び

ジョイントベンチャー型」とありますが、

「サービス購入型⼜はジョイントベンチ

ャー型」と思われますが、いかがでしょう

か。 

どちらか一⽅を選択することも可能で

すが、両⽅の選択も可能としています。 

１４ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(6) 事業⽅式 資⾦調達の例として「市⺠ファンド」が記

載されていますが、これは事業者が資⾦調

達⽅法として必ず採用することを求めら

れているのではないとの理解でよろしい

でしょうか。 

お見込のとおり。 

１５ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「対象の公共施設は、小学校・中学校合築

施設等施設（主に校舎・プール）とする。」

とありますが、校舎・プール以外の施設と

して想定されている施設はありますか。 

施設整備としては、小・中学校校舎と

小学校プールとなりますが、付帯設備

の整備についても幅広い提案を期待し

ます。 
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１６ 実施⽅針 ３ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 事業の範囲について、1)対象とする範囲で

「小学校・中学校合築施設等施設（主に校

舎・プール）とする。」とありますが、校

舎の合築の他に現状のプールを廃止し新

設するということでしょうか。 

その際、新設プールも小・中学校と合築か

分築かは事業者提案ということでよろし

いでしょうか。（特に現状の中学校プール

設置位置は現在地⼜は新設校舎側に移設

するか等） 

小学校プールは廃止し新設しますが、

中学校プールについては既存のものを

そのまま使用いたしますので、プール

は合築ではありません。 

１７ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「公共施設等の整備・開発業務」とありま

すが、開発業務とはどのような業務を想定

されていますか。 

特定事業と選定した事業以外に、附帯

事業を認めることを想定しており、そ

の企画提案は、特定事業の対象地の余

剰スペースや市内の未利用地などの活

用も含めて、応募事業者の創意工夫を

求めるものとします。 

１８ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 事業者の業務として「開発業務」が記載さ

れておりますが、開発業務とはどのような

業務を想定されているのかご教示くださ

い。また、既存校舎等の解体業務、新校舎

への引っ越し業務等は事業に含まれるの

でしょうか。 

特定事業と選定した事業以外に、附帯

事業を認めることを想定しており、そ

の企画提案は、特定事業の対象地の余

剰スペースや市内の未利用地などの活

用も含めて、応募事業者の創意工夫を

求めるものとします。 
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１９ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 維持管理業務において、事業期間が約３０

年と⻑期にわたることから、⼤規模修繕を

⾏う必要があります。⼤規模修繕業務は市

の業務と理解していますが、よろしいでし

ょうか。 

⼤規模修繕はＳＰＣ側の業務と想定し

ております。⼤規模修繕は、建設段階

の技術や工法により、ある程度の想定

が可能と考えていますので、事業範囲

から外すことはありません。 

２０ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 2) 本事業に係る業務の内容について、

(エ) 公共施設等の維持管理業務、と記載

がありますが、具体的な維持管理業務の内

容についてお示しください。 

校舎等の建物維持管理や電気・水道系

統等の設備保守点検、庭木等の管理等

が考えられますが、詳細につきまして

は要求水準書にて公表いたします。 

２１ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「公共施設等の維持管理業務」について、

対象となるのは本事業で整備する施設の

みとの理解でよろしいでしょうか。あるい

は、体育館等の既存施設も含まれるのでし

ょうか。 

今回の整備事業には含まない体育館等

も維持管理業務に含むかどうかは、正

式な事業範囲を募集要項で公表いたし

ます。 
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２２ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「2) 本事業に係る業務の内容」の（オ）

公共施設等の運営業務について、具体的に

どのようなサービスを想定されておられ

るでしょうか。また、そのサービスの対価

は「選定事業者が自らの責任において実施

する独立採算業務の収入」という位置づけ

でしょうか。 

今回の整備事業に含まれる施設(事業

地)を利用しての運営事業をメインに

想定しておりますが、具体案について

は想定しておりません。教育やまちづ

くりに関わる運営とすることを前提

（ただし、義務教育は安全かつ適切に

⾏われる）にして、⺠間事業者の幅広

い提案を受け付けたいと考えておりま

す。ただし、詳細には、要求水準書で

明らかにする予定です。サービス対価

につきましては、現時点で、（オ）公共

施設等の運営業務のサービス対価につ

いては、選定事業者の収入のうち、「市

が支払う適切なサービス対価」、「選定

事業者が自らの責任において実施する

独立採算業務の収入」の両⽅を検討可

能としていますが、具体的な支払い内

容ついては、要求水準書で明らかにし

ます。 



9 

 

２３ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 運営業務において、事業者が提案した内容

は実施できるとの理解でよろしいでしょ

うか。 

事業者が提案したものについては優先

的に検討しますが、提案内容が必ず実

施できるということではございませ

ん。募集要項等公募資料の公表後に実

施する競争的対話にて、提案の可否の

協議を⾏います。 

２４ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 公共施設の運営業務で「⾏政の課題解決に

つながるサービス」とはどのような課題の

解決をイメージされていますか。 

具体的には想定していませんが、まち

づくりにつながる幅広い提案を受けた

いと思います。課題の選定は、協議対

象とします。 

２５ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 運営業務において、「義務教育の運営」以

外の業務として、⾏ってはいけない業務は

ありますか。 

学校教育の場にふさわしくないような

業務となります。 

２６ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 本事業に係る業務の内容 について、(オ) 

公共施設等の運営業務（義務教育の運営は

除く。例えば、⾏政の課題解決につながる

サービス、教育の質を高めるサービスの提

供など。）、と記載がありますが、業務内容

及び業務としての対価の考え⽅等は応募

事業者の提案による、との理解で宜しいで

しょうか。 

また、制約や資格要件等は特にないとの理

解で宜しいでしょうか。 

お見込のとおり。学校教育の場にふさ

わしくないような業務については含め

ないことが前提となりますが、教育や

まちづくりに関する幅広い提案を受け

付けたいと考えております。運営業務

に関する制約や資格条件は、現在想定

しておりませんが、募集要項にて明ら

かにします。 
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２７ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「⾏政の課題解決につながるサービス、教

育の質を高めるサービスの提供」などの

「運営業務」について、どのような業務を

事業者に期待しているのか現時点でのお

考えをご教示ください。 

具体的には想定していませんが、教育

やまちづくりにつながる幅広い提案を

受けたいと思います。課題の選定は、

協議対象とします。 

２８ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 2) 本事業に係る業務の内容 について、 

(カ) プロジェクトマネージャーによる全

業務のマネジメント、と記載があります

が、市が想定しているプロジェクトマネー

ジャーの人物像や役割についてお示しく

ださい。 

また、全業務とは何を示しているのかお示

しください。 

プロジェクトマネージャーは、⺠間事

業及び公共事業において、事業実施者

としての実務経験を持つ者を想定して

おります。役割は、SPC 内の取りまと

めや各業務の横断的な連携を想定して

います。全業務とは、Ｐ４に示す 2）

本事業に係る業務の内容のうち(ア)〜

（キ）、3）その他の業務を指します。 

２９ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 2) 本事業に係る業務の内容 について、

(キ) 業務全体に関するセルフモニタリン

グ、と記載がありますが、業務全体とは何

を示しているのかお示しください。 

同項目（ア）〜（オ）を想定していま

すが、今後、公表する特定事業として

選定された事業範囲を指します。 
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３０ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 3) その他の業務 について、(ア) 市への

所有権移転等に関する一切の業務、とあり

ますので、No.2 で確認する通り、所有権

移転が必要であるならば、ＢＴＯ⽅式が前

提、との理解で宜しいでしょうか。 

また、市への所有権移転等に関する一切の

業務は、その他の業務ではなく、2) 本事

業に係る業務 ではないでしょうか。 

ＢＯＴ⽅式においても、事業期間終了

時に所有権移転となりますので、所有

権移転等の業務が発⽣すると考えま

す。その他の業務につきましては、リ

スク分担に基づかない業務と考えます

ので、2）と別段にしております。ま

た、ＢОＴとＢＴО を複合的に活用す

ることも想定しております。 

３１ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 3) その他の業務 について、(イ) 市が実

施する各種補助申請⼜は会計検査対応等

の支援、と記載がありますが、業務内容及

び業務としての対価の考え⽅等は応募事

業者の提案による、との理解で宜しいでし

ょうか。 

また、制約や資格要件等は特にないとの理

解で宜しいでしょうか。 

応募事業者の提案と市役所が考える対

価の考え⽅を契約時に協議を⾏いま

す。また、制約や資格要件はございま

せん。 

３２ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「市が実施する各種補助申請⼜は会計検

査対応等の支援」とは、具体的にどのよう

な支援を⾏いますか。 

補助⾦申請や会検対応は市側で⾏うこ

ととなりますので、必要に応じた資料

の提出等が想定されます。 

３３ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 2) 本事業に係る業務の内容、3) その他の

業務ともに、市はどちらも特別目的会社が

担うものを想定している、との理解で宜し

いのでしょうか。 

お見込のとおり。 
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３４ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 維持管理期間は、２０２１年４⽉から２０

４９年３⽉末までの２８年間と⻑期間と

なっております。⼤規模修繕工事は事業者

の維持管理業務の対象外との理解でよろ

しいでしょうか。また、事業期間の短縮の

余地はありますでしょうか。 

⼤規模修繕はＳＰＣ側の業務と想定し

ております。⼤規模修繕は、建設段階

の技術や工法により、ある程度の想定

が可能と考えていますので、事業範囲

から外すことはありません。事業期間

の短縮の余地は、整備施設の LCC の

最適化の観点から⾏わないものとしま

す。 

３５ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 4) 事業契約期間 について、事業契約期

間は、契約締結日（2019 年６⽉下旬予定）

から 2049 年３⽉末までと、⻑期間となっ

ていますので、その分のリスクプレミアム

がコストオンとなりますが、⼤規模修繕ほ

か、市はどのように考えているのか、お示

しください。 

⼤規模修繕は、建設段階の技術や工法

により、ある程度の想定が可能と考え

ていますので、事業範囲から外すこと

はありません。また、物価変動の不確

定要素が⼤きいことは理解しており、

企画提案時において⼤規模修繕費の⾦

額を確定することは困難と考えていま

すので、サービス対価の構成にて、取

り扱いを明確にいたします。また、⻑

期間によるリスクプレミアムは、出来

る限り発⽣リスクを抑える⽅法を採用

し、対価の支払い構成にて示します。 

３６ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 4) 事業契約期間について、維持管理運営

期間：2021 年４⽉開校とする、と記載が

ありますが、維持管理運営開始、との理解

で宜しいでしょうか 

お見込のとおり。 
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３７ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「本事業に係る業務による選定事業者の

収入は、次のとおりとし、その他は協議⼜

はモニタリングの結果により決定する。」

とありますが、その他とはどのような収入

を想定されていますか。 

業務範囲に含まれる業務以外に、⺠間

事業者が提案する業務に関する費用、

モニタリング結果から⽣じる対価の増

減が対象です。 

３８ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 本事業対象施設の施設整備費用は全額割

賦での支払いとなるのか、一部整備期間中

の支払いをお考えなのかご教示ください。

また、本事業に対する補助⾦等の有無につ

いてもご教示ください。 

事業⽅式によっては、本事業に対する

国庫補助⾦も見込まれます。国庫補助

⾦を交付する場合、サービス対価は、

補助⾦・地⽅債等の一部支払をした後、

残額の割賦払いを想定しております。 

３９ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「選定事業者が自らの責任において実施

する独立採算業務の収入」とありますが、

独立採算業務は必須でしょうか。 

必須にするかどうかは、募集要項公表

時に確定します。 

４０ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 事業者が実施する独立採算業務について、

どのような業務を期待しているのかご教

示ください。 

現時点で想定はしておりません。義務

教育が適切かつ安全に実⾏されること

を前提に、教育やまちづくりに関する

⺠間事業者のノウハウを⽣かした幅広

い提案を期待します。 

４１ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 「5)選定事業者の収入」の（イ）に記載の

独立採算業務とは、どの様な業務及びサー

ビスを想定されているのでしょうか。 

具体案は想定をしておりません。義務

教育が適切かつ安全に実⾏されること

を前提に、教育やまちづくりに関する

幅広い提案を受け付けたいと考えてお

ります。 
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４２ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 5) 選定事業者の収入 について、(ア) 市

が支払う適切なサービス対価（対価の種類

は、Ⅱ-１-(7)「事業の範囲」の内容に記

載する各業務とする。）、と記載があります

が、Ⅱ-１-(7)「事業の範囲」の内容に記

載する各業務とは、2) 本事業に係る業務

の内容 、3) その他の業務 に記載の業

務、との理解で宜しいでしょうか。 

お見込のとおり。 

４３ 実施⽅針 ４ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 5) 選定事業者の収入 について、(イ) 選

定事業者が自らの責任において実施する

独立採算業務の収入、と記載があります

が、市は応募事業者に対して、何をどのよ

うにして独立採算業務による収入を得ら

れるであろう、と考えているのか、お示し

ください。 

現時点で想定はしておりません。義務

教育が適切かつ安全に実⾏されること

を前提に、教育やまちづくりに関する

幅広い提案を期待します。 

４４ 実施⽅針 ５ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 要求水準書は、募集要項等の公表時（2018

年 10 ⽉上旬ごろ〜）に公表される、とい

う理解でよろしいでしょうか。それより前

に要求水準書（案）が公表される予定はあ

りませんでしょうか。 

お見込のとおり。募集要項等公表時に

併せて要求水準書を公表いたします。

要求水準書（案）を公表する予定はあ

りません。 
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４５ 実施⽅針 ５ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 要求水準書（案）の公表はいつ頃を予定と

してますでしょうか。また、募集要項等の

公表が 2018 年 10 ⽉上旬ごろとなってい

ますが、要求水準書の公表は募集要項と共

に公表されるのでしょうか。 

要求水準書につきましては、募集要項

に併せて公表いたします。要求水準書

（案）につきましては、公表する予定

はございません。 

４６ 実施⽅針 ５ Ⅱ.1.(7) 事業の範囲 企画提案書提出後、企画提案に係る技術対

話またはプレゼンテーションの機会があ

るのでしょうか。 

企画提案書受付後、日程を調整したう

えでプレゼンテーションを実施し、優

先交渉権者の選定を⾏います。 

４７ 実施⽅針 ６ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

5)に「応募者の構成企業は、宿毛市の入札

参加資格者名簿に登載されているもの」と

ありますが、地元企業との協働参画等を検

討したいことから、入札参加資格者のリス

トをご開示頂けないでしょうか。 

宿毛市のＨＰ「宿毛市立宿毛小・中学

校整備事業（ＰＦＩ）」のページ上で、

入札参加資格者名簿を公表いたしま

す。また、未登録の者は、本事業の参

加表明書提出時に宿毛市入札参加資格

審査申請に必要な書類を提出すること

とし、参加することも可能とする予定

です。 

４８ 実施⽅針 ６ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

「応募事業者の構成企業は、宿毛市の入札

参加資格者名簿に登載されている者とす

る。」ありますが、協力企業は不要と理解

いたしますがよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 
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４９ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

「１０年以上の実務経験を有する経験豊

富なプロジェクトマネージャーを選任」と

ありますが、プロジェクトマネージャーの

業務は具体的にどのような業務を想定さ

れていますか。 

SPC 内の取りまとめや各業務の横断

的な連携を想定しています。 

５０ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

参加要件について、「10 年以上の実務経験

を有する経験豊富なプロジェクトマネー

ジャーを選任しなければならない。」とあ

りますが、「実務経験」の証明書類等はど

のような様式をお考えでしょうか。 

事業者各自の経歴書等の提出でよろしい

でしょうか。 

選任されるプロジェクトマネージャーが

有すべき公的資格があればご明示くださ

い。 

業務経歴書として担当された業務を記

載していくような様式を想定しており

ます。公的資格については、想定して

おりません。 

５１ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

「１０年以上の実務経験を有する経験豊

富なプロジェクトマネージャーを選任」と

ありますが、１０年以上の経験を有する者

が少なく経験年数を３年程度に下げて頂

きたく存じます。 

ご意見として頂戴いたします。正式な

要件につきましては募集要項公表時に

公表いたします。 

５２ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

プロジェクトマネージャーの選任は、構成

企業もしくは協力企業の中から選任する

と理解いたしますが、よろしいでしょう

か。 

お見込のとおり。 
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５３ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

8）「10 年以上の実務経験を有する経験豊

富なプロジェクトマネージャーを選任し

なければならない。」との記載がございま

すが、実務経験とはどのような経験を想定

されておりますでしょうか。 

⺠間事業⼜は公共事業において、事業

実施者としての実務経験のある⽅を想

定しております。 

５４ 実施⽅針 ７ Ⅳ.1.(2) 応募事業者

の参加要件 

応募事業者が選任するプロジェクトマネ

ージャーについて１０年以上の実務経験

を有することとされておりますが、具体的

にどのような業務経験が必要なのか、また

は資格等が必要なのかご教示ください。 

⺠間事業⼜は公共事業において、事業

実施者としての実務経験を想定してお

ります。 

５５ 実施⽅針 ７ Ⅳ.１応募事業者の

参加要件 

8) 応募事業者は、本事業の特性や事業内

容を勘案し、10 年以上の実務経験を有す

る経験豊富なプロジェクトマネージャー

を選任しなければならない、とあります

が、実務経験とはどのようなものを指すの

か、お示しください。 

⺠間事業⼜は公共事業において、事業

実施者としての実務経験を想定してお

ります。 

５６ 実施⽅針 ７ Ⅳ.2.(2) 応募事業者

の資格要件 

設備工事を担う企業が本事業に参画した

い場合、建設業務の業務経験は「市との事

業契約に含まれる整備業務と同様の設備

工事の経験」を有していれば、構成企業も

しくは協力企業として参画することが可

能でしょうか。 

建設業務を担う事業者は、参加資格要

件に記しているとおりで、参加資格要

件に設備工事を担う者の設定はござい

ません。 
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５７ 実施⽅針 ７ Ⅳ.2.(3) 応募事業者

の資格要件 

「維持管理・運営業務を担う者は、市との

事業契約に含まれる維持管理運営業務と

同等の業務の経験を５年以内に有するこ

と。」とあります。 

これは経験の有無を問うものであり、実績

としての経験年数は問わないとの理解で

よろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

５８ 実施⽅針 ７ Ⅳ.2.(3) 応募事業者

の資格要件 

(3)維持管理・運営業務を担う者は、市と

の事業契約に含まれる維持管理運営業務

と同等の業務の経験を５年以内に有する

こと、と記載がありますが、５年以上の実

績を有すること、との理解で宜しいのでし

ょうか。 

参加表明時点で 5 年以内に経験を有し

ているという意味となります。 

５９ 実施⽅針 ７ Ⅳ.2.(4) 応募事業者

の資格要件 

「セルフモニタリングを担う者は、設計監

理及び施工管理、維持管理運営業務の実務

経験を…」とありますが、実務経験はすべ

ての業務を１企業が有することではなく、

各業務毎に、担当企業（者）がその実務経

験を有していればよいとの認識でよろし

いでしょうか。 

お見込のとおり。 



19 

 

６０ 実施⽅針 ７ Ⅳ.2.(4) 応募事業者

の資格要件 

(4) セルフモニタリングを担う者は、設計

監理及び施工管理、維持管理運営業務の実

務経験を５年以内に有し、プロジェクトマ

ネージャーの兼務を可とする、と記載があ

りますが、セルフモニタリングを担う者

は、各業務で５年以上の実績を有している

者、との理解で宜しいのでしょうか。 

参加表明時点で 5 年以内に経験を有し

ているという意味となります。 

６１ 実施⽅針 ７ Ⅳ.3.(6)要件に関す

る留意事項 

応募事業者が参加資格要件を満たす期間

が、「参加表明書の提出日から参加資格決

定日まで」、「優先交渉権の決定日から事業

契約締結日」までと分けられた理由をご教

示ください。 

今回の事業の場合、できる限り⺠間事

業者から多く応募があるよう、「参加表

明書の提出日から参加資格決定日ま

で」、「優先交渉権の決定日から事業契

約締結日」までの間の、資格のあるべ

き最低限の期間を設定しています。 

６２ 実施⽅針 ８ Ⅳ.3.(7)要件に関す

る留意事項 

（7）「構成法人間の出資比率は、契約期間

中、市が許可した場合に限り、変更できる

ものとする。」との記載がございますが、

代表企業（代表者）の変更も可能という理

解でよろしいでしょうか。 

代表企業も認めます。ただし、代表企

業が担う業務の期間中は、変更できな

いものとします。 

例「代表企業が建設を担う場合は、建物

の竣工まで、代表を続け、維持管理・運

営期間には、代表の変更も含めて変更を

協議の上、認めます。ただし、エグジッ

トは、認めません。」 
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６３ 実施⽅針 ８ Ⅳ.3.(8)要件に関す

る留意事項 

Ⅳ.３.(8)の地域経済の活性化を目指して

市内業者の参画を期待するとあり、例とし

て建設業務を挙げています。事業者選定に

おいて、地域貢献性の評価を全体のどの位

の比重で考えてますでしょうか。また、建

設以外の他の業務も想定されてますでし

ょうか。 

建設業務以外においても、多くの市内

業者が参加されることを期待しており

ます。ただし、地域貢献性の観点を評

価に含めるかどうかは、募集要項公表

時に明らかにします。 

６４ 実施⽅針 ８ Ⅴ.1.(1)事業者の選

定⽅法 

外部有識者により構成された有識者会議

により審査を⾏うとのことですが、外部有

識者は募集要項公表時に明らかになる、と

の理解でよろしいでしょうか。 

募集要項公表時には、具体的な審査⽅

法を明らかにしますが、外部有識者が

公表されるわけではありません。公平

性を担保するため、外部有識者を公表

するのは、優先交渉権者の選定後の講

評時とします。 

６５ 実施⽅針 ８ Ⅴ.1.(4) 事業者を選

定しない場合 

「応募事業者の無い場合や応募事業者の

提案内容から市の要求する水準の達成が

困難と判断した場合は、事業者を選定せず

…」とあります。応募事業者が１グループ

の場合、「市の要求する水準の達成が見込

まれたとき」には、優先交渉権者として選

定されるとの認識でよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 
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６６ 実施⽅針 ９ Ⅶ.1 モニタリング

に関する基本的⽅針 

「モニタリングの具体的な⽅法は、市と特

別目的会社とがサービス基準合意書の内

容を基にその仕組みを構築し、市は有識者

会議を設置することを契約内容に明記す

るものとする。」とあります。市が⾏うモ

ニタリングの評価は市が設置する「有識者

会議」にて評価することになりますか。 

お見込のとおり。 

６７ 実施⽅針 ９ Ⅶ.1 モニタリングに

関する基本的⽅針 

モニタリングについて、「市は有識者会議

を設置することを契約内容に明記する」と

ありますが、モニタリングは市が実施され

るものと思料します。有識者会議を設置す

る理由をご教示ください。 

モニタリングには専門的な知識・経験

が必要となりますので、助言等ができ

る知識・経験を有する⽅が必要と考え

ております。そのため、専門機関であ

る有識者会議を設ける予定です。 

６８ 実施⽅針 １０ Ⅶ.2.(4) モニタリン

グの実施⽅法 

「市は、特別目的会社に対し、財務諸表等

を用いて、財務状況の報告を求め、その監

査等を⾏なう」とありますが、どのような

内容の監査を⾏うのかご教示ください。 

財務状況の悪化により事業の継続が困

難となる可能性があるため、財務諸表

等の提出を求め内容を監査することを

想定しております。 

６９ 実施⽅針 １０ Ⅸ.2 融資の確保に

関する協力体制 

２．融資の確保に関する協力体制 に、市

は、本事業の継続性を確保するため、特別

目的会社に融資を実⾏する⾦融機関に対

し、特別目的会社とともに協議を⾏うもの

とする、と記載がありますが、施設整備が

終了し、市に引渡しをする際は、一時支払

⾦が支払われる、との理解で宜しいでしょ

うか。 

本文章は、ＰＦＩ事業を実施する場合、

一般的に市と⾦融機関が締結する直接

協定（ＤＡ）の協議にＳＰＣも加わる

ことを指していますので、「施設整備が

終了し次第、一時支払⾦が支払われる」

こととする内容を指しているわけでは

ありません。 
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７０ 実施⽅針 １０ Ⅸ.2 融資の確保に

関する協力体制 

「融資の確保に関する協力体制」につい

て、市が「融資を実⾏する⾦融機関に対し、

特別目的会社とともに協議を⾏う」とされ

ていますが、これはプロジェクトファイナ

ンス組成上の市と⾦融機関との直接協定

（ＤＡ）に基づく協議との理解でよろしい

でしょうか。 

お見込のとおり。なお、本件の DA は、

３者（市、SPC、銀⾏）契約を想定し

ております。 

７１ 資料１ 

リスク分

担表（案） 

  資料１のリスク分担表（案）において、「原

則、優先交渉権者と協議を⾏い、適切なリ

スク分担者を決定する。」とありますが、

市が想定されますリスク分担の提示をお

願いいたします。 

特に施設・備品の損傷リスクの負担額は提

案時に必要となる場合もありますので、例

示でもお示しいただきたいと存じます。 

可能な範囲において募集要項公表時に

公表いたしますが、（案）としての公表

となります。 

７２ 資料１ 

リスク分

担表（案） 

  リスクの分担者が未定となっている項目

がありますが、企画提案書の提出前にはリ

スク分担を明確にされるとの理解でよろ

しいでしょうか。あるいは、募集要項等の

公表時に事業契約書（案）においてリスク

の分担を明確にしていただけるとの理解

でよろしいでしょうか。 

正式なリスク分担表は募集要項等公表

時に公表し、事業契約書（案）にも明

記します。ただし、リスク分担表は、

可能な範囲において募集要項公表時に

公表いたしますが、（案）としての公表

となります。 
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７３ 資料 1 リス

ク分担表

（案） 

  実施⽅針の公表時点でリスク負担者が明

らかな項目（募集時の市が公表した資料等

の誤り及び内容の変更に関するもの他）が

ありますので、空欄ではなく、リスク負担

者の確定項目、選定事業者との要協議項目

等と記載してはいかがでしょうか。 

リスク分担表は（案）を募集要項公表

時に公表し、優先交渉権者と契約締結

までに協議を⾏い、確定させるもので

す。 

７４ 別紙１ 

宿毛小学

校・中学校

整備位置

図 

  整備位置図の北側赤枠にあります土地の

本事業での取り扱いについて ご教示く

ださい。 

中学校のテニスコート（土）と中学校

プールとなります。今回の整備事業に

は含みませんが、維持管理・運営業務

に含むどうかは募集要項で公表いたし

ます。 

７５ その他   「質問回答については上記Ｅメールアド

レス宛に個別回答します。」とありますが、

公平を期すために全事業者へ回答を公表

していただくことは可能でしょうか。 

個別に頂いた質問はＥメールアドレス

にていったん個別に回答し、全質問の

取りまとめを⾏った後、各社の承諾を

得た上で、ＨＰにて公表したいと考え

ております。 

 


